
2023年５月 16日 

各 位 

会社名 セイコーエプソン株式会社 

代表者名 代表取締役社長 小川 恭範 

（コード番号：6724 東証プライム市場） 

問合せ先 広報 IR 部 

（TEL：0266-52-3131（代表）） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2023年６月 27日開催予定の第 81回定時株主総会に 

「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 定款変更の理由 

当社は、2022年にパーパスを制定し、社会の皆様と共に地球環境の保全や文化の発展に貢献し、

人と地球が豊かに彩られる未来を目指しております。そして、パーパスの実現に向け、長期ビ 

ジョン「Epson 25 Renewed」「環境ビジョン 2050」の取り組みとして、環境負荷低減を実現する

商品・サービスの提供、環境技術の開発を推進しております。 

これらの取り組みによる事業内容の拡大および多様化に対応し、当社グループの事業の現状 

に即して事業内容をより明確化するため、定款の一部を変更するものであります。 

 

２． 定款変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３． 日程 

（１） 定款変更のための株主総会開催日 

2023年６月 27日（予定） 

（２） 定款変更の効力発生日 

2023年６月 27日（予定） 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

（下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

第１章 総則 

（目的） 

第２条 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

(1) 電気機械器具、電気通信機械器具および

電子応用機械器具類、その部品および付

属品の製造ならびに販売 

(2) 産業機械器具および事務用機械器具類、そ

の部品および付属品の製造ならびに販売 

(3) 時計および眼鏡類、その部品および付属

品の製造ならびに販売 

(4) 測定機械器具、光学機械器具および医療

機械器具の製造ならびに販売 

(5) 電子部品の製造および販売 

(6) コンピュータ用および周辺機器用ソフト

ウェアの作成ならびに販売 

(7) 上記各号の製品に関連する修理および保

守サービス業 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

(8)～(12)  

 

＜条文省略＞ 

第１章 総則 

（目的） 

第２条 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

＜現行どおり＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)第１号から第６号までの製品に関連する回

収、再整備、再加工および古物営業法に基づ

く古物営業 

 

 

(9)～(13)  

 

＜現行どおり＞ 

 

以上 


